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３ 居宅サービスの状況 
（１） 訪問介護 

平成 31 年４月審査分の訪問介護受給者について要介護状態区分別に訪問介護内容類型別の

利用割合をみると、要介護１では「生活援助」60.0％、要介護５では「身体介護」89.5％とな

っており、要介護状態区分が高くなるに従って「身体介護」の利用割合が多くなり、「生活援助」

の利用割合は少なくなっている（図４）。 
 

 

図４ 要介護状態区分別にみた訪問介護内容類型別受給者数の利用割合 

 

（２） 通所介護・通所リハビリテーション 

平成 31 年４月審査分の通所介護と通所リハビリテーションの受給者について要介護状態区

分別の割合をみると、「要介護１」～「要介護３」の合計が全体の８割以上を占めている（表

７、図５）。 
 

 

表７ 通所介護－通所リハビリテーションの要介護状態区分別受給者数及び割合 

 
 
 

図５ 通所介護－通所リハビリテーションの要介護状態区分別受給者数の割合 
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注：訪問介護内容類型別受給者数の利用割合（％） ＝ 内容類型別の受給者数／訪問介護受給者数×100
１）「身体介護・生活援助」とは、身体介護に引き続き生活援助を行った場合をいう。

訪問介護

受給者数

(1 010.7)    (318.5) (296.7) (167.9)  (128.0)   ( 99.5) 

平成31年4月審査分

受給者数（千人） 構成割合（％） 受給者数（千人） 構成割合（％）

総　数 1 159.2    100.0  436.6    100.0

要介護１  423.5    36.5  149.9    34.3

要介護２  354.6    30.6  144.4    33.1

要介護３  200.1    17.3  77.5    17.7

要介護４  118.5    10.2  44.8    10.3

要介護５  62.5    5.4  20.0    4.6
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